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社会福祉法人はーとわーく 
 
 
 
 
 



１ 法人本部 
 

 
 １．基本理念及び事業経営等   
 
 （１）基本理念 
    【共育】…… 『関わってくださるすべての人と、共に育み、育ちあう』 
 
 （２）経営方針 
    ○ 社会的価値の創出 
      支援を行うことによって、多くの学びがあり成長があります。貴重な体験を社会の中 
     で共有し、福祉だけでなく、医療や教育等様々な分野との連携を通じて、新しい社会的 
     価値を創り出します。 
       ○ 社会性のある安定した事業経営 
           その時々における制度の狭間にあることに目を向け、ソーシャルインクルージョン推 
     進の担い手として、隠れたニーズも見逃さない視点を持つとともに、すべての人々の幸 
     福な人生に寄与するために、安定した事業経営を行うよう心掛けます。 
 
 （３）行動指針 
       ○ 質の高い福祉サービスの提供と人材の育成 
      私たちは、質の高い福祉サービスの提供のため、専門性の向上に努めるとともに、す 
     べての職員が安心して働ける労働環境を整え、働きがいのある活力溢れる職場づくりを 
     目指します。 
    ○ 地域との共生 
      私たちは、地域社会における福祉の活動拠点として、関係機関と協働し、地域福祉サ 
     ービスの推進に積極的に取り組み、地域福祉の発展に寄与します。 
    ○ 法令の遵守 
      私たちは関係法令や社会ルールを遵守し、地域社会から信頼される法人となるように 
     努めます。 
    ○ ニーズに応じた支援の提供 
      私たちは利用者の主体性を尊重し、そのニーズに応じた適切な支援を行い、その中で 
     利用者及び職員が共に育ちあえることを喜びとします。 
    ○ 利他心 
      私たちはすべてにおいて、相手を思う気持ちを大切にします。 
 
 （４）以上の基本理念、経営方針及び行動指針に基づいて、次に掲げる事業経営を行う。 
        ○ 第二種社会福祉事業 
      ① 居宅介護・重度訪問介護・同行援護等の障害福祉サービス及び介護保険サービス 
         （ヘルパーステーションここみ） 
      ② 生活介護（ぷれも：定員20名） 
      ③ 生活介護（えるも：定員20名）… 本年度より事業開始（４月15日開設） 
  



     ④ 放課後等デイサービス（みらい） 
     ⑤ 単独型短期入所（さらい：定員６名）… 本年度より事業開始（４月15日開設） 
    ○ 公益事業 
      ① 移動支援事業（ヘルパーステーションここみ） 
           ② 日中一時支援事業（ぷれも・みらい・えるも） 
    ○ 公益的取り組み  
      ① 障害児（者）の療育支援事業等（かりん） 
      ② 無料コンサート（地域住民及び在宅障害者等を対象） 
 
 ２．重点事項 
 
    社会福祉法人制度改革の３年目に当たり、社会福祉法人としての期待やニーズに的確に応 
   えられるよう、サービスの改善や他の関係機関及び団体等との連携・共生に努め、次の事項 
     を重点として事業を進める。 
 
     （１）新設事業所の適切な運営 
      新設事業所である「えるも（生活介護20名）」及び「さらい（短期入所６名）」の事業 
      経営を早期に軌道に乗せられるよう尽力する。特に、短期入所については、その極め 
      て高いニーズにできる限り応えられるように、職員体制が早期に確立できるよう努め 
      る。 
   （２）人材育成と人材確保 
      職員のスキルアップのための研修体制の確立、評価制度の導入とそれに伴う昇給等、 
      やりがいのある職場づくりのために、引き続き人材育成と人材確保に尽力する。 
      このために、人材開発支援助成金制度等のスキルアップに関する助成金を積極的に活 
      用する。 
   （３）地域への公益的取り組み 
      障害者活動支援プロデュース販売促進会、感謝祭、夏祭り、料理教室、療育支援事業 
      （かりん）、無料コンサート等、社会福祉法人として地域に貢献する公益的取り組み 
     についても継続して取り組んでいく。 
     （４）財政基盤の確立 
      各事業所の経営については、健全な財政基盤の確立のために、サービス提供時間の確 
      保や利用者の確保等に努る。また、支援費収入については、職員を十分に配置してレ 
      ベルの高いサービスを提供して得られる最高度の加算が算定できるよう尽力する。 
     （５）ガバナンスの強化等 
      社会福祉法改正に伴う経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の確保、服務 
      規律の強化等社会福祉法人の制度改革で示された課題の解決に引き続き努める。 
      事業所の数が増え、それに伴い職員の数も増えたことにより、意思の疎通や共通認識 
      等に齟齬が生じないように、管理者の定例会議（管理者会議）等を強化する。 
     （６）新たなサービスの提供 
      利用者のライフステージに応じた新たなサービスの提供等についても、今後の課題と 
      して引き続き検討する。 
 



  ３．法人の主な業務 
     以上の基本理念や重点事項等を踏まえて、法人本部は主として次の業務を行う。 
 
 （１）理事会及び評議員会等の開催 
        ① 定例会議 
  開催時期  会議の種類  主 な 審 議 事 項  

 31年５月  理事会  30年度事業報告及び決算報告、監事監査報告、 
 理事長の互選等 

 31年６月  定時評議員会  30年度事業報告及び決算報告、監事監査報告等 
 32年１月又は２月  理事会・評議員会  31年度補正予算等 
 32年３月  理事会・評議員会  32年度事業計画及び当初予算等 

       ② 臨時会議 
            定款変更、役員・管理職等の人事等法人運営上の重要事項の審議が必要となった場合 
          は、臨時の理事会又は評議員会を適宜開催する。 
       また、評議員に欠員が生じた場合は、評議員選任委員会を適宜開催する。 
        ③ 決議の省略 
      緊急に議決しなければならない事項（法人の重要事項を除く）が生じた場合で、理事 
     事会又は評議員会の開催が困難な事情がある場合は、決議の省略により議決する。 
        
 （２）経営財源確保の徹底 
        ① 各事業所の収支状況を月次試算表等により的確に把握し、また、支援費の請求もれ及 
     び請求誤りの防止策等を徹底する。 
        ② 支援費報酬のレベルの高い報酬加算の確保 
      手厚い人員配置等や有資格者加配に対する加算については、漏れなく算定できるよう 
     に手続を行う。 

③ ぷれもと同様に、新設されたえるもについても、開所日数を原則日数（月日数－８日） 
 とする。 

     ④ 助成金及び補助金等については、積極的に対応し経営財源の確保に努める。 
 
 （３）施設整備借入金等の償還                                              （単位：千円） 
 

事業所 借入年度 借入先 借入目的 借入額 償還済額 残 額 
３１年度 
償還額 備 考 

ぷれも 25年度 福祉医療機構 施設整備資金 37,000 11,058 25,942 2,616  
25年度 NPO法人役員 運営資金及び施設整備資金 34,500 11,000 23,500 未定  

みらい  26年度 高崎信用金庫 施設整備資金 17,000 7,668 9.332 1,704  
えるも  30年度 福祉医療機構 施設整備資金 70,000 0 70,000 3,660  

合    計 158,500 29,176 128,774 5,695  
     ① 上記の金額に利息は含まれていない。また、残額は平成31年３月31日の金額である。 
    ② えるも及びさらい整備のため、新たに福祉医療機構より70,000千円の施設整備資金を借 
       り入れたが、元金の返済は本年12月より開始となる。 
     ③ NPO法人はーとわーく役員からの借入金については、当初予算に計上していないが、収支 
    が好転すれば、補正予算の範囲内で返済に努める。 



 （４）人材確保・育成と処遇改善 
        ① 新規に開設したえるも（生活介護20人）及びさらい（短期入所６人）の人材確保と育 
     成に万全を尽くす。 
        ② 人材確保のために昨年度初任給を大幅に引き上げ、それに伴い在職職員の給与の改善 
     も図り、また、資格手当の創設もしたが、これらの労働条件が今後も維持拡充できるよ 
     う努力する。 
    ③ キャリアパス助成金等を活用して新規採用職員の基礎教育を着実に実施する。 
    ④ 賞与の支給率については過去３年間毎年引き上げてきたが、今後も引き続きも改善に 
     努める。 
    ⑤ さらい（短期入所６人）の開設に伴い、新たに夜間勤務と宿直勤務が必要となるが、 
     そのための人材確保に努め、夜勤手当及び宿直手当を創設する。 
       ⑥ また、公務員の３割～４割程度であった住宅手当を、公務員の６割～７割程度になる 
     ように引き上げる。 
 
 （５）地域社会との連携強化 
        ① 感謝祭、無料コンサート、ふれ愛販売会等の昨年に引き続き開催する。 
    ② 法人機関誌「はーとわーく通信」については、川曲町住民の皆様にも情報提供できる 
     ように、町内会での回覧を継続する。 
    ③ 地域の福祉事業所との連携強化を図ると共に、近隣福祉大学等の実習生の受入、特別 
     支援学校等の見学の受入等に尽力する。 
 
 （６）研 修 
    ① 内部研修 
      法人の全職員を対象に月１回の内部研修を次のとおり行う。 
  月  研 修 内 容  担当  月  研 修 内 容   担当 

 ４ 
 ５ 
 ６ 
 ７ 
 ８ 
 ９ 

 交通安全について 
 危機（リスク）管理について 
 感染症対策について 
 障害ある人への理解の推進と差別解消の推進について 
 ストレッチについて 
 防災対策について 

 ここみ 
 みらい 
 ぷれも 
 えるも 
 ここみ 
 みらい 

 10 
 11 
 12 
 １ 
 ２ 
 ３ 

 生活習慣病予防と対応策 
 精神障害者との関わりについて 
 虐待防止について 
 生涯ににわたる食育について 
 足つぼについて 
 救急救命について 

 ぷれも 
 えるも 
 ここみ 
 みらい 
 ぷれも 
 えるも 

        ② 外部研修 
      外部研修に積極的に職員を派遣してスキルアップに努る。 
    ③ 合同研修 
      東京福祉大大学院教授（当法人の理事）の指導のもと、みらい（放課後等デイサービ 
     ス）を会場として、県内の放課後等デイサービスの事業所との「共同実践研究・研修」 
     を定期的（年間概ね５回）に行い、障害児療育の充実に努める。 
 
 
 
 
 



 （７）広報活動の充実 
        ① 法人パンフレット及びホームページの更新 
            社会福祉法人の制度改革で示された法人の公開情報（定款、役員名簿、財務諸表、現 
     況報告書、役員報酬基準、事業計画書等）に変更があった場合は、確実かつ速やかに更 
     新する。 
        ② 法人機関誌「はーとわーく通信」を年３回（４月、８月、12月）発行する。 
        ③ 利用者及び職員を対象とした次の情報誌は、月１回の発行を継続し、情報の共有に努 
     める。この機関誌は、育児休業等の長期休職者にも送付し、定期的に所属事業所の情報 
     を提供することによって、スムースに復職できるよう援助する。 
      また、新設された「えるも及びさらい」についても、早期に月１回の定期発行が可能 
     となるよう尽力する。 
        ・ここみ …… 「てるてる」              
          ・ぷれも …… 「わくわく」 
          ・みらい …… 「もこもこ」 
 
  （８）諸規程等の変更 
        ① 定款変更 
      えるも及びさらいの開設に伴い、その建設用地と建物を基本財産に編入するために定 
     款を変更する。（前橋市に定款変更届の提出） 
    ② 諸規定の変更 
            えるも及びさらいの開設に伴い、就業規則、給与規程、経理規程及び定款施行細則等 
     関連諸規程を４月１日付けで変更する。 
 
 （９）備品・設備等の整備 
        ① えるも及びさらいの送迎用車両の整備 
        ② その他既存事業所の什器備品の整備 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ヘルパーステーションここみ 
 
 

 
 １．事業所の所在地      前橋市川曲町１７６番地１ 
 
 ２．事業の目的 
     介護を必要とする利用者に対して、生活ニーズに添った居宅介護サービス等を提供するとと 
   もに、地域にある社会資源との連携を図りながら、利用者の社会参加と自立生活の充実に向 
     けた支援に努める。 
 
 ３．事業の種類   
 
 （１）障害福祉サービス事業 
    ① 居宅介護（身体介護、家事援助、通院等介助） 
    ② 重度訪問介護（重度の障害のある常時介護が必要な障害者に対する総合的支援） 
    ③ 同行援護（視力障害により移動に著しい困難を有する障害者への援助） 
  
 （２）介護保険サービス（高齢者対象） 
 
 （３）公益事業 
    ① 移動支援（地域生活支援事業） 

② 福祉有償運送 
 
 ４．職員編成                                                       (31.4.1現在） 

 職   種  常 勤  非常勤  計  備    考  
 管理者      1       1  サー提を兼務  ( )に別掲 
 サービス提供責任者      2(1)      2      4(1)  
 ヘルパー      3     48(8)     51(8)  他の事業所の兼務者は( )に再掲 
 事務員      1      1      2  

 計      7(1)     51(8)     58(9)  
  注）① 週40時間労働の職員を常勤として計上した。 
 
 ５．利用予定人数 

  障害福祉サービス  介護保険  公益事業 
 備  考 

 
 居宅介護  重度訪問介護  同行援護  計  居宅介護  移動支援 

 予定人数     ７８       １     ２０   １１７     １３    ６８  
  注）サービス区分ごとの予定人数（例えば、障害福祉サービスの居宅介護と公益事業の移動支援の両方のサー 
   ビスを利用する場合等）は、双方に重複計上した。 
 
 
 



 ６．重点事項 
 
 （１）職員の定例会議等を実施し、情報の円滑な伝達と共有に力を尽くす。 
 
 （２）研修・講習会・ケースカンファレンス等を確実に行い、介護知識及び技術の向上に努め 
    る。 
 
  （３）すべての支援の前後にサービス提供責任者とヘルパーがメール等により緊密な連絡をとり、 

   利用者情報等の共有を図る。 
 
 （４）利用者のニーズに応えられるよう必要に応じて職員の増員を図り、利用者にとって満足の 
    いく支援ができるよう人材育成に努める。 
 
 （５）移動支援や福祉有償運送で車両の運転をする場合には、交通法規を遵守して安全運転に努 
    めることを従事者に徹底する。 
 
 ７．サービスの概要 
 
 （１）共通事項 
        ① 利用者への支援 
            個々の家庭の状況、今までの生活及び障害特性等に合わせ、一人ひとりに寄り添った 
     支援を行う。定期的に、また変更のあったときはその都度介護計画書を作成し、計画に 
     則り支援を行う。 
        ② 記 録 
      日々のサービス記録、同行記録やヒヤリハット等を記録し、担当者及び責任者が相互 
     に確認する。また、ヒヤリハットは全職員が把握し、注意を喚起することで、事故等の 
     発生防止に努める。 
        ③ 連 携 
      相談支援員・訪問看護師・他事業所等との連携を取りながら支援を行う。各ヘルパー 
     ともサービス提供責任者と密接に連絡・報告を行い、職員間で情報を共有し、利用者に 
     とってより良い支援につなげる。 
        ④  ケースカンファレンス 
            利用者別に定期的にケースカンファレンスを行い、情報の共有、報告・連絡・相談を 
     行い協力体制の構築と問題解決に努める。 
 
 （２）障害福祉サービス事業 
        ① 居宅介護 
            身体介護、家事援助、通院介助等の支援を、一人ひとりの利用者に寄り添って行う。 
     新任ヘルパーの同行を積極的に行い、関わる人材を確保することで、利用者が継続して 
     地域生活ができるように心掛ける。また、利用者のニーズに応え、より良い支援ができ 
     るようスキルアップと工夫に努める。 
 



 
    ② 重度訪問介護 
      長時間、又は頻回にある支援を、人材確保とスキルアップを行いながら、滞りなく支 
     援できるように努める。 
    ③ 同行援護 
            同行援護の研修受講を積極的に行い、より専門性の高い支援ができるよう努める。 
 
 （３）介護保険サービス 
        定期的に介護計画を立て、ケアマネージャーとの連携を取りながら支援を行う。また、ケ 
    アマネージャーへの報告・連絡・相談を確実に行う。 
 
 （４）公益事業（移動支援） 
    ① 従業者の運転協力講習の習得をサポートし、利用者の希望に応じた余暇支援ができる 
     ように努める。また、充実した余暇支援ができるよう、イベント情報等の収集に努め、 
     情報を共有できるようにし、外出先での安全を最優先にして支援を行う。 
        ② 福祉有償運送 
      安全運転、運転マナーに気をつけるよう定期的な研修を行う。半年に一度は運転記録 
     証明を取り、個々の運転歴を確認する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



３ ぷ れ も 
 
 
 １．事業所の所在地      前橋市川曲町１７６番地１ 
 
 ２．事業の種類 
 
 （１）障害福祉サービス事業  生活介護（定員２０名） 
 
 （２）公 益 事 業        日中一時支援事業 
 
 （３）公益的取り組み     障害児（者）の療育支援事業（かりん） 
                                保護者との情報交換事業（茶話会） 
 
 ３．事業の目的及び内容 
 
 （１）目 的  
        車椅子利用者を中心とする重度身体障害者の日中活動の場として、日常生活の支援、創作 
    活動、生産的活動等を行い、自立の促進や身体機能の維持向上等を目的とした社会参加に 
    ついても支援する。 
 
 （２）内 容  
        個別支援計画の作成、食事の提供、入浴又は清拭、身体の介護、創作的活動、生産的活 
    動、余暇活動、健康管理、送迎その他日常生活に必要な支援、利用者及び利用者家族に対 
    する相談援助等 
 
 ４．職員構成                                                         （31.4.1現在） 

 職  種  常 勤  非常勤  計  備     考  
 管理者      1        1  サビ管を兼務( )に再掲 
 サービス管理責任者     (1)       (1)  
 主任支援員     
 生活支援員     (1)       (1)   育児休業職員は( )に再掲 
 看護職員     ２名共に看護師 
 調理員     １名は支援員兼務 
 事務員     
 嘱託医     
          計     

      
 ５．利用予定人数 
    １日平均利用人員    名（定員２０名、登録人数１５名） 
 
 



 ６．重点事項 
 
 （１）利用者の人権を尊重し、自己表現能力にかかわらず、本人の意思に基づいた支援を行う。 
     そのために、個別支援計画の作成・実施、定期的なモニタリングを確実に実施する。 
 
 （２）医師、看護師、作業療法士等の専門職により、医療、医療的ケア、リハビリ、音楽療法、 
    口腔衛生等についての指導を受け、利用者のより良い生活の保障に努める。 
 
 （３）利用者の障害についての理解を深め、豊かな時間が過ごせるように配慮する。又、様々な 
    体験を積めるように、社会参加の機会を積極的に設ける。 
 
 （４）地域の中で充実した生活が営めるように、社会資源との連携を深める。又、感謝祭等の法  

  人行事への地域住民の参加を促し、事業所の活動に対する理解を深めるよう努める。 
 
 （５）定例会議・研修会を開催し、課題等の提起と解決、情報の伝達と共有を行う。 
 
 ７．サービスの概要 
 
 （１）生活介護事業 
    ① 利用者への支援 
            一人ひとりの利用者に対する支援について支援員全員で検討し、目標を設定した個別 
     支援計画に沿って、個人を尊重した、また安全に配慮した支援を実施する。整理された 
     支援内容を実施することによって生まれた時間を有効に利用し、個別課題や外出等を楽 
     しめる機会を増やす。 
    ② 連 携 
            ご家庭・相談支援員・作業療法士・音楽療法士・看護師等との連携を深め、職員間で 
     の情報を共有し、利用者にとってより良い支援につなげる。 
    ③ 研 修 
            スキルアップのための研修については、内部・外部を含めた研修を計画的に行い、資 
     格取得等につなげる。災害や火災、不審者等への対応訓練も計画的に行う。 
    ④ 会 議 
            週１回の職員会議において、情報の共有、報告・連絡・相談を行い、職員間の連携、 
     意思統一、協力体制と問題解決に努める。 
 
 （２）公益事業 
        ① 日中一時支援 
            利用者のニーズに応えるため、利用者の居住市町村と契約を結び、生活介護の支援で 
     時間的に不十分な部分を補う。日中一時支援は生活介護と一体的に実施する。 
 
  （３）公益的取り組み…療育支援事業（かりん） 
        地域の障害者の方々に貢献できるよう、様々な社会資源に関する情報収集をし、地域の障 
    害者等に、みらいと協力して原則として無償で関連するサービスを提供する。 



４ み ら い 
 
 
 １．事業所の所在地      前橋市川曲町１７６番地１ 
 
 ２．事業の種類 
 
 （１）障害福祉サービス事業  放課後等デイサービス（定員１０人） 
 
 （２）公益事業                日中一時支援事業 
 
  （３）公益的取り組み          障害児（者）の療育支援事業（かりん） 
                                保護者との情報交換事業（茶話会） 
 
 ３．事業の目的及び内容 
 
 （１）目 的 
        ①  一人ひとりのお子さんとその家族に寄り添うことを基本とし、安全で楽しく過ごせ 
     る場所と時間を提供する。 
        ②  将来を見据え、自立につながる支援を行う。発達保障の視点から日々の活動の中での 
          小さな成長や変化に気付く目を持ち、共に喜び共に成長できることに感謝する。 
        ③ 他の関係機関と情報交換を行い、連携して常により良い支援を目指していく。 
         
 （２）内 容 
    食事、排泄、移動、更衣、整容等の身辺自立への指導又は介護、室内・戸外遊び、感覚刺 
        激や音楽活動により感性を高めることを取り入れた集団活動、感覚統合を養う活動を入れ 
        た創作活動、個別相談、送迎サービス等 
 
 ４．職員構成                                                          （31.4.1現在） 

 職  種  常 勤  非常勤  計  備     考  
 管理者     1      1  サビ管を兼務( )に再掲 
 児童発達支援管理責任者    (1)     (1)  
 児童指導員     1      1  
 指導員      1     1  
 保育士      1     1  
 看護師     2      6  

 計     4(1)     2     6(1)  
 
 ５．利用予定人数 
      １日平均利用人数 １０名（定員１０名、登録人数    名） 
 ６．重点事項 
 



 （１）前年度は、許可範囲内で定員を超えてサービスを提供する日もあったが、今後も利用児の 
    増加に伴い同様の状況が継続すると考えられるので、必要に応じて職員の増員や送迎に支 
    障が生じないように送迎車両を増やすこと等も検討する。 
 
 （２）利用者の人権を尊重し、自己表現能力にかかわらず、本人の意思に基づいた支援を行う。 
        そのために必要となる個別支援計画の作成・実施、定期的なモニタリング等を確実に実施 
        し、定期的にケース会議等を開催して問題解決に当たる。 
  
 （３）特別支援学校や他の事業所及び家族との連携を強化し、伸び盛りのお子さんの発達を促進 
        できるよう支援に努める。 
 
 ７．サービスの概要 
 
 （１）放課後等デイサービス 
        ① 利用者への支援 
            一人ひとりの成長に即した発達を保障するために、情報共有、現状把握を丁寧に行う。 

    成長段階をふまえた個別支援計画にそって、個人を尊重し安全に配慮した支援を実施す 
          る。季節の行事や外出等様々な経験を重ね、興味や関心の幅を広げ、楽しみを見つけら 
          れるように支援する。 
        ② 連 携 
            ご家庭・相談支援員・作業療法士・音楽療法士・看護師等との連携を深め、職員間で 
          の情報を共有し、利用者にとってより良い支援につなげる。 
        ③ 研 修 
            スキルアップのために内部・外部研修を積極的に取り入れる。 
        ④ 会 議 
            毎日の連絡会議において、情報の共有、報告・連絡・相談を行い、支援の確認をし、 
          問題解決に努める。定期的に行う支援会議等において、職員間の連携、意思統一とより 
          良い支援に向けての工夫を重ねる。 
 
 （２）公益事業 
        ① 日中一時支援 
            放課後等デイサービスの支援で時間的に不十分な部分を補うための支援であるが、放 
     課後等デイサービスと一体的に実施する。 
 
 （３）公益的取り組み…療育支援事業（かりん） 
        ご家族の思いを共有して情報の提供を行い、地域で生活する障害児のスキル向上、余暇支 
        援の充実に向けた取り組みを実施しています。 
        また、かりんの事業の一環として、専門知識を有するアドバイザー（大学教授）の指導の 
    もとに、他の事業所と共同で体験発表や研究発表を定期的に行い、お互いに支援内容の向 
    上に努める。  
                                                     

 



５ え る も 
 
 

 １．事業所の所在地      前橋市川曲町１７５番地３ 
 
 ２．事業の種類 
 
 （１）障害福祉サービス事業  生活介護（定員２０名） 
 
 （２）公 益 事 業        日中一時支援事業 
 
 （３）公益的取り組み      
                                 
 
 ３．事業の目的及び内容 
 
 （１）目 的  
        重度の知的障害のある方の日中活動の場として、日常生活の支援、創作活動、生産的活動 
    等を行い、自立の促進や身体機能の維持向上等を目的とした社会参加についても支援する。 
 
 （２）内 容  
        個別支援計画の作成、食事の提供、入浴又は清拭、身体の介護、創作的活動、生産的活 
    動、余暇活動、健康管理、送迎その他日常生活に必要な支援、利用者及び利用者家族に対 
    する相談援助等 
 
 ４．職員構成                                                         （31.4.1現在） 

 職  種  常 勤  非常勤  計  備     考  
 管理者      1        1  サビ管を兼務( )に再掲 
 サービス管理責任者     (1)       (1)  
 主任支援員     
 生活支援員     
 看護職員     
 調理員     
 事務員     
 嘱託医     
          計     

      
 ５．利用予定人数 
    １日平均利用人員    名（定員２０名、登録人数１３名） 
 
 



 ６．重点事項 
 
 （１）利用者の人権を尊重し、自己表現能力にかかわらず、本人の意思に基づいた支援を行う。 
     そのために、個別支援計画の作成・実施、定期的なモニタリングを確実に実施する。 
 
 （２）医師、看護師、作業療法士等の専門職により、医療、医療的ケア、リハビリ、音楽療法、 
    口腔衛生等についての指導を受け、利用者のより良い生活の保障に努める。 
 
 （３）利用者の障害についての理解を深め、豊かな時間が過ごせるように配慮する。又、様々な 
    体験を積めるように、社会参加の機会を積極的に設ける。 
 
 （４）各月の開所日数はぷれもと同様に、原則日数（月日数－８日）とする。 
 
 （５）地域の中で充実した生活が営めるように、社会資源との連携を深める。又、感謝祭等の法  

  人行事への地域住民の参加を促し、事業所の活動に対する理解を深めるよう努める。 
 
 （６）定例会議・研修会を開催し、課題等の提起と解決、情報の伝達と共有を行う。 
 
 ７．サービスの概要 
 
 （１）生活介護事業 
    ① 利用者への支援 
            一人ひとりの利用者に対する支援について支援員全員で検討し、目標を設定した個別 
     支援計画に沿って、個人を尊重した、また安全に配慮した支援を実施する。整理された 
     支援内容を実施することによって生まれた時間を有効に利用し、個別課題や外出等を楽 
     しめる機会を増やす。 
    ② 連 携 
            ご家庭・相談支援員・作業療法士・音楽療法士・看護師等との連携を深め、職員間で 
     の情報を共有し、利用者にとってより良い支援につなげる。 
    ③ 研 修 
            スキルアップのための研修については、内部・外部を含めた研修を計画的に行い、資 
     格取得等につなげる。災害や火災、不審者等への対応訓練も計画的に行う。 
    ④ 会 議 
            週１回の職員会議において、情報の共有、報告・連絡・相談を行い、職員間の連携、 
     意思統一、協力体制と問題解決に努める。 
 
 （２）公益事業 
        ① 日中一時支援 
            利用者のニーズに応えるため、利用者の居住市町村と契約を結び、生活介護の支援で 
     時間的に不十分な部分を補う。日中一時支援は生活介護と一体的に実施する。 
 
             



６ さ ら い 
 
 
 １．事業所の所在地      前橋市川曲町１７５番地３ 
 
 ２．事業の種類 
 
 （１）障害福祉サービス事業  独立型短期入所（定員６名） 
 
 ３．事業の目的及び内容 
 
 （１）目 的  
        ① 居宅において介護を行う家族の疾病その他の理由により、在宅での生活が困難になっ 
     た障害者の方を短期間入所させて、食事及び排泄介護等の必要な支援を行う。 
        ② 支援に当たっては、一人ひとりの意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活 
     と利用中の生活ができるだけ連続したものとなるように配慮して支援する。 
 
 （２）内 容  
        ① 食事の提供、入浴又は清拭、身体の介護、健康管理、送迎、その他の日常生活に必要 
     な支援を行う。 
    ② １週間以上の利用の場合は、個別支援計画を作成する。 
    ③  障害支援区分が１以上の方を当面の利用対象者とし、障害児及び医療的ケアが必要な 
     方は当面は対象外とする。 
 
 ４．職員構成                                                          30.4.1現在） 

 職  種  常 勤  非常勤  計  備     考  
 管理者     (1)       (1)  
 支援員     
 看護職員     
 調理員     
          計     

 
 ５．利用予定人数 
    １日平均利用人員    名（定員６名、登録予定人数   名） 
 
 ６．重点事項 
 
 （１）担当職員の確保と教育 
         当法人の短期入所は独立型のため、生活介護等に従事している職員が、短期入所の支援 
    業務を兼務することになるので、担当職員教育を十分に行うことが必要となる。 
         また、新たに始まる夜間勤務及び宿直勤務については、その要員確保に尽力する。 
 



 （２）心身の状況の把握 
    ① 当法人の生活介護や居宅介護の利用者の心身の状況については、十分に把握はできて 
     いるが、それ以外の利用者については、必要な情報を的確に把握できるように尽力す  
     る。 
        ② 特に、当法人の事業所を利用していない新規利用者の心身の状況の把握については、 
     家族及び利用事業所、相談機関等との連携を密にすると共に、法人内のサービス担当者 
     会議等を通じて関係職員に徹底する。 
 
 （３）稼働率の向上 
        事業の安定のためには、稼働率の向上が必要となるが、そのためには関係機関・事業所等 
    に空床情報を提供すると共に、緊急的な利用ニーズ対しても柔軟に対応できる体制を確立 
    することに尽力する。 
 
 （４）事業の公平性 

    特別な理由なく特定の利用者が長期利用とならない公平な事業運営を目指す。 
 
  （５）特性に応じた配慮 

    身体・知的に障害のある様々な人の利用が見込まれることから状況把握とともに、希望や了

承を得た上で、より安全な睡眠の確保のため、鍵や監視カメラを利用する。 
 
 （６）家庭との連携 

    短期入所事業の特色として、様々な障害をもった多くの人を受け入れることが予測されるこ

とから、詳細な記録をとり、ご家族に報告を行うことで、安心して利用していただけるよう尽

力する。またその貴重な経験を法人全体で活かし、スキルアップにつなげることを目指す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


